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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置と接続されるサーバであって、
　前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて、前記測定装置から取得する測定データを
記憶させるデータ管理部と、
　前記測定データに対して所定の演算を実行し、生体データを生成する生体データ生成部
と、
　前記生体データが生成された際に、前記生体データと、過去の生体データまたは基準生
体データとを比較し、当該比較の際に当該比較した結果が所定条件下であることに対応し
てユーザ支援通知をユーザ端末へ送信するユーザ支援データ生成部と、を備え、
　前記測定データは、少なくとも加速度情報を含み、
　前記生体データは、少なくとも歩行速度情報を含み、
　前記生体データ生成部は、前記ユーザ端末のＧＰＳによる情報を用いるかの選択に応じ
て、少なくとも前記加速度情報または前記ＧＰＳによる情報のいずれかを用いて、前記歩
行速度情報を生成する、
　ことを特徴とするサーバ。
【請求項２】
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置と接続されるサーバであって、
　前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて、前記測定装置から取得する測定データを
記憶させるデータ管理部と、
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　前記測定データに対して所定の演算を実行し、生体データを生成する生体データ生成部
と、
　前記生体データが生成された際に、前記生体データと、過去の生体データまたは基準生
体データとを比較し、当該比較の際に当該比較した結果が所定条件下であることに対応し
てユーザ支援通知をユーザ端末へ送信するユーザ支援データ生成部と、を備え、
　前記測定データは、少なくとも加速度情報を含み、
　前記生体データは、少なくとも歩行速度情報、または、歩幅情報のいずれかと、さらに
血圧情報を含み、
　前記サーバの制御部は、前記血圧情報が異常値を示していると判定された場合、前記ユ
ーザ情報に関連付けられた医療機関へ異常を示す通知を発信する、
　ことを特徴とするサーバ。
【請求項３】
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置と接続されるサーバであって、
　前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて、前記測定装置から取得する測定データを
記憶させるデータ管理部と、
　前記測定データに対して所定の演算を実行し、生体データを生成する生体データ生成部
と、
　前記生体データが生成された際に、前記生体データと、基準生体データとを比較し、当
該比較の際に当該比較した結果が所定条件下であることに対応してユーザ支援通知をユー
ザ端末へ送信するユーザ支援データ生成部と、を備え、
　前記測定データは、少なくとも加速度情報を含み、
　前記生体データは、少なくとも歩行速度情報、または、歩幅情報のいずれかを含み、
　前記ユーザ支援データ生成部は、前記比較した結果に関連付けられたフレイルレベルま
たは症状レベルに合わせて、少なくとも中断または休憩を促すレベルの段階を変更する、
　ことを特徴とするサーバ。
【請求項４】
　前記データ管理部は、前記ユーザに対してアカウント情報を生成し、前記アカウント情
報ごとに少なくとも前記測定データへのアクセスの可否を制御する、
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれかに記載のサーバ。
【請求項５】
　前記データ管理部は、前記測定データにタグ情報と関連付けを行い、前記アカウント情
報ごとに前記測定データを記憶させる、
　ことを特徴とする請求項４に記載のサーバ。
【請求項６】
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置と接続されるサーバを有するユーザ支
援システムであって、
　前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて、前記測定装置から取得する測定データを
記憶させるデータ管理部と、
　前記測定データに対して所定の演算を実行し、生体データを生成する生体データ生成部
と、
　前記生体データの生成に応じて、前記生体データと、過去の生体データまたは基準生体
データとを比較し、当該比較の際に当該比較した結果が所定条件下であることに対応して
ユーザ支援通知をユーザ端末へ送信するユーザ支援データ生成部と、
を備え、
　前記測定データは、少なくとも加速度情報を含み、
　前記生体データは、少なくとも歩行速度情報を含み、
　前記生体データ生成部は、前記ユーザ端末のＧＰＳによる情報を用いるかの選択に応じ
て、少なくとも前記加速度情報または前記ＧＰＳによる情報のいずれかを用いて、前記歩
行速度情報を生成する、
　ことを特徴とするユーザ支援システム。
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【請求項７】
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置と接続されるサーバを有するユーザ支
援システムであって、
　前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて、前記測定装置から取得する測定データを
記憶させるデータ管理部と、
　前記測定データに対して所定の演算を実行し、生体データを生成する生体データ生成部
と、
　前記生体データが生成された際に、前記生体データと、過去の生体データまたは基準生
体データとを比較し、当該比較の際に当該比較した結果が所定条件下であることに対応し
てユーザ支援通知をユーザ端末へ送信するユーザ支援データ生成部と、を備え、
　前記測定データは、少なくとも加速度情報を含み、
　前記生体データは、少なくとも歩行速度情報、または、歩幅情報のいずれかと、さらに
血圧情報を含み、
　前記サーバの制御部は、前記血圧情報が異常値を示していると判定された場合、前記ユ
ーザ情報に関連付けられた医療機関へ異常を示す通知を発信する、
　ことを特徴とするユーザ支援システム。
【請求項８】
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置と接続されるサーバを有するユーザ支
援システムであって、
　前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて、前記測定装置から取得する測定データを
記憶させるデータ管理部と、
　前記測定データに対して所定の演算を実行し、生体データを生成する生体データ生成部
と、
　前記生体データが生成された際に、前記生体データと、基準生体データとを比較し、当
該比較の際に当該比較した結果が所定条件下であることに対応してユーザ支援通知をユー
ザ端末へ送信するユーザ支援データ生成部と、を備え、
　前記測定データは、少なくとも加速度情報を含み、
　前記生体データは、少なくとも歩行速度情報、または、歩幅情報のいずれかを含み、
　前記ユーザ支援データ生成部は、前記比較した結果に関連付けられたフレイルレベルま
たは症状レベルに合わせて、少なくとも中断または休憩を促すレベルの段階を変更する、
　ことを特徴とするユーザ支援システム。
【請求項９】
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置と接続されるサーバによるユーザ支援
方法であって、
　データ管理部により、前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて、前記測定装置から
取得する測定データを記憶させるステップと、
　生体データ生成部により、前記測定データに対して所定の演算を実行し、生体データを
生成するステップと、
　ユーザ支援データ生成部により、前記生体データの生成に応じて、前記生体データと、
過去の生体データまたは基準生体データとを比較し、当該比較の際に当該比較した結果が
所定条件下であることに対応してユーザ支援通知をユーザ端末へ送信するステップと、
を含み、
　前記測定データは、少なくとも加速度情報を含み、
　前記生体データは、少なくとも歩行速度情報を含み、
　前記生体データ生成部は、前記ユーザ端末のＧＰＳによる情報を用いるかの選択に応じ
て、少なくとも前記加速度情報または前記ＧＰＳによる情報のいずれかを用いて、前記歩
行速度情報を生成する、
　ことを特徴とするユーザ支援方法。
【請求項１０】
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置と接続されるサーバによるユーザ支援
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方法であって、
　データ管理部により、前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて、前記測定装置から
取得する測定データを記憶させるステップと、
　生体データ生成部により、前記測定データに対して所定の演算を実行し、生体データを
生成するステップと、
　前記生体データが生成された際に、前記生体データと、過去の生体データまたは基準生
体データとを比較し、当該比較の際に当該比較した結果が所定条件下であることに対応し
てユーザ支援通知をユーザ端末へ送信するユーザ支援データ生成部と、を備え、
　前記測定データは、少なくとも加速度情報を含み、
　前記生体データは、少なくとも歩行速度情報、または、歩幅情報のいずれかと、さらに
血圧情報を含み、
　前記サーバの制御部は、前記血圧情報が異常値を示していると判定された場合、前記ユ
ーザ情報に関連付けられた医療機関へ異常を示す通知を発信する、
　ことを特徴とするユーザ支援方法。
【請求項１１】
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置と接続されるサーバによるユーザ支援
方法であって、
　データ管理部により、前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて、前記測定装置から
取得する測定データを記憶させるステップと、
　生体データ生成部により、前記測定データに対して所定の演算を実行し、生体データを
生成するステップと、
　前記生体データが生成された際に、前記生体データと、基準生体データとを比較し、当
該比較の際に当該比較した結果が所定条件下であることに対応してユーザ支援通知をユー
ザ端末へ送信するユーザ支援データ生成部と、を備え、
　前記測定データは、少なくとも加速度情報を含み、
　前記生体データは、少なくとも歩行速度情報、または、歩幅情報のいずれかを含み、
　前記ユーザ支援データ生成部は、前記比較した結果に関連付けられたフレイルレベルま
たは症状レベルに合わせて、少なくとも中断または休憩を促すレベルの段階を変更する、
　ことを特徴とするユーザ支援方法。
【請求項１２】
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置と接続されるサーバ用のプログラムで
あって、
　前記プログラムは、前記サーバにおいて、
　前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて、前記測定装置から取得する測定データを
記憶させるデータ管理部と、
　前記測定データに対して所定の演算を実行し、生体データを生成する生体データ生成部
と、
　前記生体データの生成に応じて、前記生体データと、過去の生体データまたは基準生体
データとを比較し、当該比較の際に当該比較した結果が所定条件下であることに対応して
ユーザ支援通知をユーザ端末へ送信するユーザ支援データ生成部と、を含む機能部を実現
し、
　前記測定データは、少なくとも加速度情報を含み、
　前記生体データは、少なくとも歩行速度情報を含み、
　前記生体データ生成部は、前記ユーザ端末のＧＰＳによる情報を用いるかの選択に応じ
て、少なくとも前記加速度情報または前記ＧＰＳによる情報のいずれかを用いて、前記歩
行速度情報を生成する、
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項１３】
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置と接続されるサーバ用のプログラムで
あって、
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　前記プログラムは、前記サーバにおいて、
　前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて、前記測定装置から取得する測定データを
記憶させるデータ管理部と、
　前記測定データに対して所定の演算を実行し、生体データを生成する生体データ生成部
と、
　前記生体データが生成された際に、前記生体データと、過去の生体データまたは基準生
体データとを比較し、当該比較の際に当該比較した結果が所定条件下であることに対応し
てユーザ支援通知をユーザ端末へ送信するユーザ支援データ生成部と、を備え、
　前記測定データは、少なくとも加速度情報を含み、
　前記生体データは、少なくとも歩行速度情報、または、歩幅情報のいずれかと、さらに
血圧情報を含み、
　前記サーバの制御部は、前記血圧情報が異常値を示していると判定された場合、前記ユ
ーザ情報に関連付けられた医療機関へ異常を示す通知を発信する、
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項１４】
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置と接続されるサーバ用のプログラムで
あって、
　前記プログラムは、前記サーバにおいて、
　前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて、前記測定装置から取得する測定データを
記憶させるデータ管理部と、
　前記測定データに対して所定の演算を実行し、生体データを生成する生体データ生成部
と、
　前記生体データが生成された際に、前記生体データと、基準生体データとを比較し、当
該比較の際に当該比較した結果が所定条件下であることに対応してユーザ支援通知をユー
ザ端末へ送信するユーザ支援データ生成部と、を備え、
　前記測定データは、少なくとも加速度情報を含み、
　前記生体データは、少なくとも歩行速度情報、または、歩幅情報のいずれかを含み、
　前記ユーザ支援データ生成部は、前記比較した結果に関連付けられたフレイルレベルま
たは症状レベルに合わせて、少なくとも中断または休憩を促すレベルの段階を変更する、
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、測定装置から取得した測定データに基づきユーザ支援データを提供するサー
バ、ユーザ支援システム、ユーザ支援方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　測定装置を利用してユーザの生体データを連続的に取得し、その変化から病気の早期発
見や病状変化の検出を行うことは、健康管理を行う上で有効である。そのためには、取得
した複数の生体データから様々な健康状態を把握する必要がある。
【０００３】
　例えば、ユーザの心電波形のデータと脈波形のデータとを測定装置から取得し、血圧情
報を生成する血圧情報測定システムが知られている（例えば、特許文献１参照。）。また
、例えば、ユーザの測定データから生体情報データへ演算を行うための因果関係である数
理モデルを生成し、数理モデルを利用可能に提供する開発支援サーバも知られている（例
えば、特許文献２参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第６２０２５１０号公報
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【特許文献２】特許第６２５７０１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、認知症をはじめとした老衰に伴う疾病の予防には筋力増加が役立つと言われ
ており、日頃から積極的に運動を行うなどのフレイル予防が重要である。
【０００６】
　しかしながら、ユーザの筋肉量が適正であるかどうかを確認する一方で、それに合わせ
てフレイル等の状態を確認するシステムが十分ではなかった。また、フレイル予防等のた
めの運動を行った場合に、特に体の状態に合わせた運動が行われているかを適切に判断す
るためのシステムが十分ではなかった。
【０００７】
　そこで、本開示では、ユーザが装着する測定装置から取得した測定データに基づきユー
ザ支援データを生成するサーバ、ユーザ支援システム、ユーザ支援方法及びプログラムに
ついて説明する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示の一態様におけるサーバは、ネットワークを介してユーザが装着する測定装置か
ら測定データを受信し、前記測定データから生体データ及びユーザ支援データの生成を行
うサーバであって、前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて前記測定データおよび前
記生体データ、前記ユーザ支援データを記憶させるデータ管理部と、前記測定データに対
して所定の演算を実行し、前記生体データを生成する生体データ生成部と、前記生体デー
タに基づき、前記ユーザのフレイルレベルまたは症状レベルを示すためのユーザ支援デー
タを生成するユーザ支援データ生成部と、を備える。
【０００９】
　本開示の一態様におけるサーバは、ネットワークを介してユーザが装着する測定装置か
ら測定データを受信し、前記測定データから生体データ及びユーザ支援データの生成を行
うサーバであって、前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて前記測定データおよび前
記生体データ、前記ユーザ支援データを記憶させるデータ管理部と、前記測定データに対
して所定の演算を実行し、前記生体データを生成する生体データ生成部と、前記生体デー
タに基づき、過去の生体データとの比較結果が所定値以上の差があることを示すためのユ
ーザ支援データを生成するユーザ支援データ生成部と、を備える。
【００１０】
　本開示の一態様におけるユーザ支援方法は、ネットワークを介してユーザが装着する測
定装置から測定データを受信し、前記測定データから生体データ及びユーザ支援データの
生成を行うユーザ支援方法であって、データ管理部が行う、前記ユーザに関するユーザ情
報に関連付けて前記測定データおよび前記生体データ、前記ユーザ支援データを記憶させ
るステップと、生体データ生成部が行う、前記測定データに対して所定の演算を実行し、
前記生体データを生成するステップと、ユーザ支援データ生成部が行う、前記生体データ
に基づき、前記ユーザのフレイルレベルまたは症状レベルを示すためのユーザ支援データ
を生成するステップと、を備える。
【００１１】
　本開示の一態様におけるユーザ支援方法は、ネットワークを介してユーザが装着する測
定装置から測定データを受信し、前記測定データから生体データ及びユーザ支援データの
生成を行うユーザ支援方法であって、データ管理部が行う、前記ユーザに関するユーザ情
報に関連付けて前記測定データおよび前記生体データ、前記ユーザ支援データを記憶させ
るステップと、生体データ生成部が行う、前記測定データに対して所定の演算を実行し、
前記生体データを生成するステップと、ユーザ支援データ生成部が行う、前記生体データ
に基づき、過去の生体データとの比較結果が所定値以上の差があることを示すためのユー
ザ支援データを生成するステップと、を備える。
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【００１２】
　本開示の一態様におけるプログラムは、ネットワークを介してユーザが装着する測定装
置から測定データを受信し、前記測定データから生体データ及びユーザ支援データの生成
を行うサーバ用のプログラムであって、前記プログラムは、前記サーバにおいて、前記ユ
ーザに関するユーザ情報に関連付けて前記測定データおよび前記生体データ、前記ユーザ
支援データを記憶させるデータ管理部と、前記測定データに対して所定の演算を実行し、
前記生体データを生成する生体データ生成部と、前記生体データに基づき、前記ユーザの
フレイルレベルまたは症状レベルを示すためのユーザ支援データを生成するユーザ支援デ
ータ生成部と、を含む機能部を実現する。
【００１３】
　本開示の一態様におけるプログラムは、ネットワークを介してユーザが装着する測定装
置から測定データを受信し、前記測定データから生体データ及びユーザ支援データの生成
を行うサーバ用のプログラムであって、前記プログラムは、前記サーバにおいて、前記ユ
ーザに関するユーザ情報に関連付けて前記測定データおよび前記生体データ、前記ユーザ
支援データを記憶させるデータ管理部と、前記測定データに対して所定の演算を実行し、
前記生体データを生成する生体データ生成部と、前記生体データに基づき、過去の生体デ
ータとの比較結果が所定値以上の差があることを示すためのユーザ支援データを生成する
ユーザ支援データ生成部と、を含む機能部を実現する。
【発明の効果】
【００１４】
　本開示によれば、本実施形態に係るユーザ支援システムは、ユーザ支援データ生成部を
介して、測定データに基づき、特にユーザのフレイルレベルや認知症等の症状レベルの状
態、過去の生体データとの比較結果が所定値以上の差があることを示すためのユーザ支援
データを生成する。これにより、例えばフレイル予防等のための通知をユーザが簡単に取
得することが可能となり、種々のリスクを低減することができる。さらに、ユーザの血圧
情報や運動量情報に基づく通知を行うことで、ユーザが適切な運動・トレーニングを行う
ことができ、より安全にフレイル予防等を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本開示の一実施形態に係るユーザ支援システムを示すブロック構成図である。
【図２】図１の管理サーバ１００のハードウェア構成を示す図である。
【図３】図２の記憶部１２０および制御部１３０の機能を例示したブロック図である。
【図４】図３の測定データに関連付けされるタグ情報の例を示す模式図である。
【図５】図１の測定装置３００で測定される心電波形及び脈波形の例について説明するた
めの図である。
【図６】図１のユーザ支援システム１の処理の例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の実施形態の内容を列記して説明する。本発明の実施の形態によるシステムは、
以下のような構成を備える。
【００１７】
［項目１］
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置から測定データを受信し、前記測定デ
ータから生体データ及びユーザ支援データの生成を行うサーバであって、
　前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて前記測定データおよび前記生体データ、前
記ユーザ支援データを記憶させるデータ管理部と、
　前記測定データに対して所定の演算を実行し、前記生体データを生成する生体データ生
成部と、
　前記生体データに基づき、前記ユーザのフレイルレベルまたは症状レベルを示すための
ユーザ支援データを生成するユーザ支援データ生成部と、を備える、
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　ことを特徴とするサーバ。
［項目２］
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置から測定データを受信し、前記測定デ
ータから生体データ及びユーザ支援データの生成を行うサーバであって、
　前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて前記測定データおよび前記生体データ、前
記ユーザ支援データを記憶させるデータ管理部と、
　前記測定データに対して所定の演算を実行し、前記生体データを生成する生体データ生
成部と、
　前記生体データに基づき、過去の生体データとの比較結果が所定値以上の差があること
を示すためのユーザ支援データを生成するユーザ支援データ生成部と、を備える、
　ことを特徴とするサーバ。
［項目３］
　前記ユーザ支援データ生成部は、
　さらに、前記生体データとは異なる生体データに基づき、前記ユーザに対して運動の中
断または休憩を促すためのユーザ支援通知を送信する、
　ことを特徴とする項目１または項目２のいずれかに記載のサーバ。
［項目４］
　前記データ管理部は、前記ユーザに対してアカウント情報を生成し、前記アカウント情
報ごとに前記測定データへのアクセスの可否を制御する、
　ことを特徴とする項目１ないし項目３のいずれかに記載のサーバ。
［項目５］
　前記データ管理部は、前記測定データにタグ情報と関連付けを行い、前記アカウント情
報ごとに前記測定データを記憶させる、
　ことを特徴とする項目４に記載のサーバ。
［項目６］
　前記測定データは、前記ユーザの心電、脈波、温度、加速度、角速度のうち少なくとも
一つを含むデータである、
　ことを特徴とする項目１ないし項目５のいずれか１項に記載のサーバ。
［項目７］
　前記生体データは、前記ユーザの血圧情報、心拍情報、血中酸素量情報、最大酸素摂取
量情報、心電情報、呼吸数、体温情報、歩数情報、歩幅情報、重心の位置情報、姿勢情報
、行動種別情報、ストレス情報、運動量情報、運動負荷情報、移動距離情報、歩行速度情
報、活動量情、左右の揺れ量情報のうち少なくとも一つを含むデータである、
　ことを特徴とする項目１ないし項目６のいずれか１項に記載のサーバ。
［項目８］
　前記ユーザ支援データ生成部は、血圧情報に関して異常を検出した場合に、前記ユーザ
情報に紐づけられた連絡先へ当該異常を示す通知を発信する、
　ことを特徴とする項目１ないし項目７のいずれかに記載のサーバ。
［項目９］
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置から測定データを受信し、前記測定デ
ータから生体データ及びユーザ支援データの生成を行うユーザ支援システムであって、
　前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて前記測定データおよび前記生体データ、前
記ユーザ支援データを記憶させるデータ管理部と、
　前記測定データに対して所定の演算を実行し、前記生体データを生成する生体データ生
成部と、
　前記生体データに基づき、前記ユーザのフレイルレベルまたは症状レベルを示すための
ユーザ支援データを生成するユーザ支援データ生成部と、を備える、
　ことを特徴とするユーザ支援システム。
［項目１０］
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置から測定データを受信し、前記測定デ



(9) JP 6815055 B1 2021.1.20

10

20

30

40

50

ータから生体データ及びユーザ支援データの生成を行うユーザ支援システムであって、
　前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて前記測定データおよび前記生体データ、前
記ユーザ支援データを記憶させるデータ管理部と、
　前記測定データに対して所定の演算を実行し、前記生体データを生成する生体データ生
成部と、
　前記生体データに基づき、過去の生体データとの比較結果が所定値以上の差があること
を示すためのユーザ支援データを生成するユーザ支援データ生成部と、を備える、
　ことを特徴とするユーザ支援システム。
［項目１１］
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置から測定データを受信し、前記測定デ
ータから生体データ及びユーザ支援データの生成を行うユーザ支援方法であって、
　データ管理部により、前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて前記測定データおよ
び前記生体データ、前記ユーザ支援データを記憶させるステップと、
　生体データ生成部により、前記測定データに対して所定の演算を実行し、前記生体デー
タを生成するステップと、
　ユーザ支援データ生成部により、前記生体データに基づき、前記ユーザのフレイルレベ
ルまたは症状レベルを示すためのユーザ支援データを生成するステップと、を備える、
　ことを特徴とするユーザ支援方法。
［項目１２］
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置から測定データを受信し、前記測定デ
ータから生体データ及びユーザ支援データの生成を行うユーザ支援方法であって、
　データ管理部により、前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて前記測定データおよ
び前記生体データ、前記ユーザ支援データを記憶させるステップと、
　生体データ生成部により、前記測定データに対して所定の演算を実行し、前記生体デー
タを生成するステップと、
　ユーザ支援データ生成部により、過去の生体データとの比較結果が所定値以上の差があ
ることを示すためのユーザ支援データを生成するステップと、を備える、
　ことを特徴とするユーザ支援方法。
［項目１３］
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置から測定データを受信し、前記測定デ
ータから生体データ及びユーザ支援データの生成を行うサーバ用のプログラムであって、
　前記プログラムは、前記サーバにおいて、
　前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて前記測定データおよび前記生体データ、前
記ユーザ支援データを記憶させるデータ管理部と、
　前記測定データに対して所定の演算を実行し、前記生体データを生成する生体データ生
成部と、
　前記生体データに基づき、前記ユーザのフレイルレベルまたは症状レベルを示すための
ユーザ支援データを生成するユーザ支援データ生成部と、
　を含む機能部を実現する、
　ことを特徴とするプログラム。
［項目１４］
　ネットワークを介してユーザが装着する測定装置から測定データを受信し、前記測定デ
ータから生体データ及びユーザ支援データの生成を行うサーバ用のプログラムであって、
　前記ユーザ支援プログラムは、前記管理サーバにおいて、
　前記ユーザに関するユーザ情報に関連付けて前記測定データおよび前記生体データ、前
記ユーザ支援データを記憶させるデータ管理部と、
　前記測定データに対して所定の演算を実行し、前記生体データを生成する生体データ生
成部と、
　前記生体データに基づき、過去の生体データとの比較結果が所定値以上の差があること
を示すためのユーザ支援データを生成するユーザ支援データ生成部と、
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　を含む機能部を実現する、
　ことを特徴とするプログラム。
【００１８】
　以下、本開示の実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下に説明する実施
形態は、特許請求の範囲に記載された本開示の内容を不当に限定するものではない。また
、実施形態に示される構成要素のすべてが、本開示の必須の構成要素であるとは限らない
。また、各実施形態で示される特徴は、互いに矛盾しない限り他の実施形態にも適用可能
である。
【００１９】
（実施形態１）
　＜構成＞
　図１は、本開示の実施形態１に係るユーザ支援システム１を示すブロック構成図である
。このユーザ支援システム１は、例えば、ネットワークＮＷを介して測定装置３００から
ユーザの測定データを管理サーバ１００にて受信し、当該測定データに対して所定の演算
を行うことで生体データを生成し、当該生体データに基づきユーザ支援データを生成する
システムである。
【００２０】
　ユーザ支援システム１は、管理サーバ１００と、ユーザ端末装置２００と、測定装置３
００と、ネットワークＮＷと、を有している。管理サーバ１００と、ユーザ端末装置２０
０とは、ネットワークＮＷを介して接続される。ネットワークＮＷは、インターネット、
イントラネット、ブロックチェーンネットワーク、無線ＬＡＮ（Local Area Network）や
ＷＡＮ（Wide Area Network）等により構成される。
【００２１】
　管理サーバ１００は、例えば、ネットワークを介して測定装置３００からユーザの測定
データを、ユーザ端末装置２００を経由して受信して測定データから生体データへ演算を
行う装置であり、例えば各種Ｗｅｂサービスを提供するサーバ装置により構成されている
。
【００２２】
　ユーザ端末装置２００は、ユーザが所持する、例えばパーソナルコンピュータやタブレ
ット端末、スマートフォン、スマートウォッチ、携帯電話、ＰＨＳ、ＰＤＡ等の情報処理
装置であり、例えば、管理サーバ１００で演算を行った生体データを波形グラフ等により
表示させたり、生体データに基づき生成されたユーザ支援データ（詳細は後述）を表示さ
せたりなどをするために利用される。ユーザ端末装置２００には、予めユーザの識別番号
、生年月日、性別、身長、体重等のユーザ情報が登録されており、生年月日から算出した
年齢等も含めたユーザ情報を測定データに関連付けてネットワークＮＷを介して管理サー
バ１００へ送信する。
【００２３】
　測定装置３００は、ユーザの生体データを測定する装置であり、ユーザの手首や腕等の
身体に装着して利用される、例えばウェアラブル装置である。この測定装置３００は、例
えばユーザの心電、脈波、温度（体温）、加速度、角速度のデータを測定するための複数
種類の装置である。
【００２４】
　測定装置３００の具体的な構成の例としては、２つの電極を皮膚に接触させ、検出電位
の差の時間変化より心電を心電波形のデータとして取得する装置で構成しても良く、心電
波形は、ガルバニック皮膚反応により取得されたデータでも良い。また、緑、赤、赤外の
発光を行うＬＥＤから各光を皮膚に照射し、フォトダイオードで受光した光の強度の時間
変化により、ユーザの心臓の心拍により生ずる血管の容積変化により脈波を脈波形のデー
タとして取得する装置で構成しても良く、この方式で検出を行うことができる脈波形は光
電式容積脈波形である。また、ユーザの皮膚に接触させる温度センサによりユーザの皮膚
温度をデータとして取得する装置で構成しても良い。また、直交するＸＹＺ軸それぞれの
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変異状態を検出する３軸加速度センサにより構成しても良く、ユーザの動作を加速度デー
タとして取得し、例えば測定装置３００がユーザの手首や腕等に装着されている場合、測
定装置３００は、手首や腕等の振りと、全身の動きが合成された加速度として加速度デー
タの取得をする。さらに、直行するＸＹＺ軸それぞれにおける回転角速度を検出するジャ
イロセンサ（角速度センサ）により構成しても良く、ユーザの動作を角速度データとして
取得し、例えば測定装置３００がユーザの手首や腕等に装着されている場合、測定装置３
００は、手首や腕等の回転と、全身の動きが合成された角速度として角速度データの取得
をする。
【００２５】
　ユーザ端末装置２００と測定装置３００との間は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、
近距離無線通信（Near Field radio Communication＝ＮＦＣ）、Ａｆｅｒｏ（登録商標）
、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）、Ｚ－Ｗａｖｅ（登録商標）、又は無線ＬＡＮ等を用いて接
続されている。なお、このような無線接続の代わりに有線で接続を行ってもよい。また、
ユーザ端末装置２００と測定装置３００とは一体の機器であってもよく、例えば測定装置
３００にＳＩＭを搭載するなどして通信機能を持たせて管理サーバ１００と直接通信可能
に構成してもよい。
【００２６】
　ユーザ端末装置２００は、１または複数台あり、測定装置３００を利用するユーザ数分
ネットワークＮＷに接続されている。測定装置３００は、１または複数台あり、１人のユ
ーザが利用する台数分のユーザ端末装置２００に接続されている。１人のユーザが複数の
測定装置３００を利用している場合は、１つのユーザ端末装置２００に複数の測定装置３
００が接続されている。
【００２７】
＜管理サーバ１００＞
　図２は、管理サーバ１００のハードウェア構成を示す図である。図３は、記憶部１２０
および制御部１３０の機能を例示したブロック図である。なお、図示された構成は一例で
あり、これ以外の構成を有していてもよい。
【００２８】
　管理サーバ１００は、通信部１１０と、記憶部１２０と、制御部１３０と、入出力部１
４０とを備える。これらの機能部は、管理サーバ１００用の所定のプログラムを実行する
ことにより実現される。
【００２９】
　通信部１１０は、ユーザ端末装置２００と通信を行うための通信インタフェースであり
、例えばＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）等の通信
規約により通信が行われる。
【００３０】
　記憶部１２０は、各種制御処理や制御部１３０内の各機能を実行するためのプログラム
、入力データ等を記憶するものであり、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read
 Only Memory）等から構成される。また、図３に示されるように、記憶部１２０は、測定
装置３００による測定データをユーザ情報と関連付けて記憶する測定データＤＢ１２１と
、測定データから演算されて生成される生体データをユーザ情報と関連付けて記憶する生
体データＤＢ１２２と、生体データに基づき生成されたユーザ支援データをユーザ情報と
関連付けて記憶するユーザ支援データＤＢ１２３と、ユーザ識別番号を含むユーザ情報を
記憶するユーザ情報ＤＢ１２４と、を記憶する。また、ユーザ情報は、データ管理部１３
１により生成されたアカウント情報を含み、ユーザ情報ＤＢ１２４は、アカウント情報が
他のユーザ情報と関連付けられて記憶するようにしてもよい。さらに、記憶部１２０は、
ユーザ端末装置２００と通信を行ったデータを一時的に記憶する。なお、ＤＢのデータ構
造は、これに限られるものではなく、上述のＤＢの一部をユーザ端末装置２００または測
定装置３００に記憶するようにしてもよい。
【００３１】
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　制御部１３０は、管理サーバ１００の全体の動作を制御するものであり、ＣＰＵ（Cent
ral Processing Unit）等から構成される。また、図３に示されるように、制御部１３０
は、データ管理部１３１、生体データ生成部１３２、ユーザ支援データ生成部１３３、デ
ータ出力部１３４といった機能部を含む。
【００３２】
　データ管理部１３１は、測定装置３００を利用するユーザごとに、アカウント情報を生
成する。このアカウント情報生成は、測定装置３００を利用するユーザがユーザ端末装置
２００でアカウント情報を登録すると行われる。そのため、データ管理部１３１は、ユー
ザのユーザ端末装置２００に対してアカウントごとに記憶部１２０内の各種ＤＢへのアク
セスの可否の制御を行う。データ管理部１３１は、測定データや生体データ、ユーザ支援
データ等の各種データを対応するＤＢにユーザ情報に関連付けて記憶する。また、このと
き、データ管理部１３１は、測定データに所定のタグ情報の関連付けを行って記憶させる
ことが可能である。
【００３３】
　図４は、図３の測定データに関連付けされるタグ情報の例を示す模式図である。図４に
示すデータＤ１は、測定装置３００の測定データである。タグＴ１は、データＤ１に関連
付けされたタグ情報であり、例えば、測定装置３００がデータＤ１を測定した時刻情報、
またはデータＤ１が測定装置３００からユーザ端末装置２００へ送信された時刻情報が時
系列データとして記憶される。もしくは、測定した時刻情報と送信された時刻情報との両
方について関連付けを行っても良い。例えば、図４に示すタグＴ１の１行目では、「2018
0620120746144」が格納されているが、２０１８年０６月２０日１２時０７分４６秒１４
４ミリ秒を示している。このような時刻情報は通信ログより取得可能である。これにより
、測定データがどの時間帯のものか把握することが可能である。
【００３４】
　なお、このようなタグ情報による測定データの関連付けは、時刻情報に限られず、ユー
ザの身体状態や活動状態を示す身体情報や活動情報を自由記載で記入させてタグ情報とし
て記憶しても良く、所定の選択肢から選択させ（例えば、「現在の体調は如何ですか？」
という質問に対して、「１：良い、２：普通、３：悪い」のいずれかを選択させる、等）
、その選択した回答を記憶するようにしても良い。これにより、制御部１５０にて生体デ
ータを生成する際に、当該タグ情報と生体データとを対応付けすることで、より精度の高
い生体データを生成可能となると共に、それに基づき生成されるユーザ支援データもより
パーソナライズされたデータとなり得る。
【００３５】
　また、例えばデータ管理部１３１は、図４に示すように、データＤ１をタグＴ１の時刻
順に並べ替え（ソート）を行うことが可能である。このような構成にしたのは、測定デー
タはユーザの生体データに基づいて時系列に取得したものであるから時系列に並んでいる
方が処理しやすいからであるが、ユーザ端末装置２００及び通信部１１０を経由して受信
する際に通信状況の変化等により受信データの逆転（後で送信された送信データが先に送
信された送信データより先に受信されること）等が起こる場合があり、そのときの測定デ
ータの不整合を防止するためである。これにより、測定データの不整合を防止することが
可能である。
【００３６】
　生体データ生成部１３２は、測定データＤＢ１２１に記憶された測定データに対して所
定の演算を行い、生体データを生成する。この生体データは、測定データから算出可能な
ものであればどのような情報であってもよく、例えばユーザの血圧情報、心拍情報、血中
酸素量情報、最大酸素摂取量情報、心電情報、呼吸数、体温情報、歩数情報、歩幅情報、
重心の位置情報、姿勢情報、行動種別情報、ストレス情報、運動量情報、運動負荷情報、
移動距離情報、歩行速度情報、活動量情報、手または脚等の動作情報などのデータであり
、既知の手法により測定データから算出されるものである。演算により生成された生体デ
ータは、生体データＤＢ１２２に記憶される。
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【００３７】
　ここで、測定データから生体データである最大血圧と最小血圧を算出する方法を例示す
る。図５は、図１の測定装置３００で測定される心電波形及び脈波の例について説明する
ための図であり、測定装置３００が測定し、記憶部１２０に記憶されたユーザの心電波形
及び光電式容積脈波形と、アプリが光電式容積脈波形を時間で１階微分した速度脈波形及
び、光電式容積脈波形を時間で２階微分した加速度脈波形を示している。図５は上から順
に、心電波形、光電式容積脈波形、速度脈波形及び加速度脈波形となる。縦軸は、各波形
の強度を示しており、心電波形及び光電式容積脈波形は電位を示すｍＶで表される。横軸
は時間経過を示し、左から右へ時間経過を示している。
【００３８】
　心電波形は、人の心臓の拍動を引き起こす電気的信号の周期的変化を示す波形である。
心電波形は、その形状の変曲点にそれぞれＰ波，Ｑ波，Ｒ波，Ｓ波，Ｔ波の名称が割り当
てられ、心拍の１サイクルを示している。Ｐ波は心房収縮を表し、Ｑ波Ｒ波Ｓ波は心室収
縮の状態を表し、Ｔ波は心室拡張の開始を表す。
【００３９】
　光電式容積脈波形は、人の心臓の拍動に伴う末梢血管系内の血圧・体積の変化を示す波
形である。光電式容積脈波形は、その形状の変曲点にそれぞれＡ波、Ｐ波、Ｖ波、Ｄ波の
名称が割り当てられ、心拍の１サイクルを示している。Ａ波を動脈脈波が生じた時点の基
準点として、Ｐ波が左心室駆出によって生じるPercussion波（衝撃波）、Ｖ波が大動脈弁
の閉鎖時に生じるValley波（重複隆起による波）、Ｄ波が反射振動波であるDicrotic波（
重複波）を示している。
【００４０】
　速度脈波形は、光電式容積脈波形を時間で１階微分をしたものである。加速度脈波形は
、速度脈波形を時間で１階微分したもの、すなわち光電式容積脈波形を２階微分したもの
である。加速度脈波形は、図５で示すように、その波形の各ピークにａ波（収縮初期陽性
波）、ｂ波（収縮初期陰性波）、ｃ波（収縮中期再上昇波）、ｄ波（収縮後期再下降波）
、ｅ波（拡張初期陽性波）、ｆ波（拡張初期陰性波）の名称が割り当てられている。
【００４１】
　ｂ波の強度とａ波の強度の比、及びｆ波の強度とｅ波の強度の比はそれぞれ血管の伸縮
性すなわち弾性を示すパラメータである。主な血管の成分は、血管内皮（Endothelium）
、弾性線維（Elastin）、タンパク質（Collagen）、平滑筋（Smooth Muscle）である。こ
れらの成分は、それぞれ異なった性質があり、最大血圧、最小血圧時の血管の弾性はそれ
ぞれCollagen、Elastinが強い影響力を担っている。そのため、血圧値によって異なる弾
性をｂ波の強度とａ波の強度の比である（ｂ／ａ），ｆ波の強度とｅ波の強度の比である
（ｆ／ｅ）のパラメータで示すことができ、年齢・性別・環境変数の影響によってもこれ
らの値は変動する。そのため、（ｂ／ａ），（ｆ／ｅ）の値は、加速度脈波形の特性情報
として算出することができる。
【００４２】
　図５で示すように、Ｒ波の生じた時間ＴｒとＰ波の生じた時間Ｔｐの差分の時間が心室
収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳとなる。Ｔ波の生じた時間ＴｔとＤ波の生じた時間Ｔ
ｄの差分の時間が心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡとなる。すなわち、心電波形の
Ｒ波の時間Ｔｒ及びＴ波の時間Ｔｔと、光電式容積脈波形のＴ波の時間ＴｐとＤ波の時間
Ｔｄから、心室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳ及び心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿
ＤＩＡを算出することができる。
【００４３】
　また、脈波伝播速度と動脈壁の縦弾性係数との関係が所定の式で示される相関関係にあ
ることが知られており、縦弾性係数と血圧値との関係も所定の式で示される相関関係にあ
ることが知られている。そのため、最大血圧を心室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳの
所定の式で求めることが可能であり、最小血圧を心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡ
の所定の式で求めることが可能である。これにより、最大血圧と最小血圧を算出すること
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が可能である。
【００４４】
　また、測定データから生体データである歩行速度情報を算出する方法を例示する。例え
ばユーザが手首に装着している測定装置３００により測定される加速度データの波形デー
タから既知の算出方法等を単体で用いる、または、組み合わせて用いる（例えば平均化し
たり、重みづけしたりなど）ことにより歩行速度情報を得ることができ、例えば加速度デ
ータを所定時間ごとに積分することで歩行速度情報が算出される。これに加えて、ユーザ
端末装置２００または測定装置３００にＧＰＳ機能を備え、ＧＰＳによる位置情報及び当
該位置情報に関連する時間情報から算出される歩行速度情報を参照して、より正確な歩行
速度情報を得るようにしてもよい。しかしながら、特に屋内や地下である場合や移動距離
が比較的短い場合（例えば、数メートル以内など）にはＧＰＳ精度が一般的に低下するた
め、例えばユーザがユーザ端末装置２００を操作してＧＰＳによる情報を組み合わせて用
いるか（または、加速度センサによる算出に代えて用いるか）どうかを選択可能にしても
よいし、ユーザ端末装置２００においてＧＰＳの受信感度情報や、ＧＰＳや加速度センサ
により算出された距離情報などに基づいて、当該ＧＰＳによる情報を用いるかを選択する
ようにしてもよい。このように歩行速度情報を算出することで、フレイル予防等において
把握が必要なヒトの筋肉量を測る既知の指標の１つである「歩行速度」について、容易に
（特に日常的に）計測することが可能である。また、スマートフォンや携帯電話等でも加
速度センサを有しているが、体のどこの動きか特定することが困難なデバイスであるため
、ウェアラブルデバイスのようにユーザが手首等に装着している測定装置３００を用いる
ことで、行動情報のトラッキングを容易に行うことが可能である。
【００４５】
　また、測定データから生体データである歩幅情報を算出する方法を例示する。例えばユ
ーザが手首に装着している測定装置３００により測定される加速度データの波形データか
ら既知の算出方法等を単体で用いる、または、組み合わせて用いる（例えば平均化したり
、重みづけしたりなど）ことにより歩幅情報を得ることができ、例えば、歩く時には振り
子のように手を振るため、上述の加速度センサの情報（例えば、進行方向の加速度成分が
一番小さいタイミングまたは逆方向に切り替わるタイミングや、進行方向に対して垂直な
方向の加速度成分が一番小さいタイミングまたは上下が切り替わるタイミングなど）を基
に１歩の間隔が判別できるため、さらに時間情報を用いれば歩幅情報を得ることができる
。他には、例えば、地面を蹴り出した際には、蹴り出た方向の加速度成分が合成されるの
で、当該方向の加速度成分の発生タイミングで１歩の間隔を判別することでも可能である
。このように歩幅情報を算出することで、認知症の進行度合いを推定するために役立つと
される歩幅が短くなり始めたタイミングや歩幅のばらつき具合を正確に把握することが可
能である。さらに、歩行時の左右の揺れ量（例えば揺れ幅や揺れ速度など）を上述の加速
度データから算出することで、バランス感覚の衰えを算出するようにしてもよい。
【００４６】
　さらに、上述のＧＰＳや加速度センサにより算出された距離情報や上述の歩幅情報及び
歩数情報（例えば、加速度センサからの情報に基づき、既知の方法で取得可能）などに基
づき算出される運動量情報も生体データとして算出されてもよい。
【００４７】
　ユーザ支援データ生成部１３３は、上述の血圧情報や歩行速度情報、歩幅情報に基づく
アドバイスやアラートなどの通知のためのユーザ支援データを生成する。基準血圧情報や
基準歩行速度、基準歩幅情報または基準運動量情報などの基準値情報は、予め生体データ
ＤＢ１２２に記憶させる。そして、ユーザ支援データ生成部１３３は、歩行速度情報と基
準値情報（例えば、１．０ｍ／秒や０．８ｍ／秒といった既知の基準値や当該既知の基準
値より正常値に近い基準値も含めるなど）との比較結果に基づき、当該比較結果に関連付
けられたフレイルレベル（例えば、フラグ情報や識別情報など）とユーザ情報を関連付け
てユーザ支援データＤＢ１２３に記憶するとともに、当該フレイルレベルに対応付けられ
たユーザ支援通知（例えば、トレーニングを促したりする内容が記載された通知など）を
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ユーザ端末装置２００などに送信する。フレイレベルに対応付けられた通知内容は、例え
ば予め通知データＤＢ（不図示）等に記憶されていてもよい。なお、基準値情報との比較
に代えて、生体データＤＢ１２２に記憶された過去の歩行速度情報と現在の歩行速度情報
を比較し、その比較結果（例えば、過去の所定期間の平均値または所定期間離れた過去の
値と比較して所定値以上の差がある、すなわち遅くなっているなど）に基づいてフレイル
レベルを判定し、同様の構成をなしてもよい。
【００４８】
　また、ユーザ支援データ生成部１３３は、歩幅情報と基準値情報（例えば、６５ｃｍと
いった既知の基準値や当該既知の基準値より正常値に近い基準値も含めるなど）との比較
結果に基づき、当該比較結果に関連付けられた症状レベル（例えば、フラグ情報や識別情
報など）とユーザ情報を関連付けてユーザ支援データとしてユーザ支援データＤＢ１２３
に記憶するとともに、当該症状レベルに対応付けられたユーザ支援通知（例えば、トレー
ニングを促したりする内容が記載された通知など）をユーザ端末装置２００などに送信す
る。症状レベルに対応付けられた通知内容は、例えば予め通知データＤＢ（不図示）等に
記憶されていてもよい。なお、基準値情報との比較に代えて、生体データＤＢ１２２に記
憶された過去の歩幅情報と現在の歩幅情報を比較し、その比較結果（例えば、過去の所定
期間の平均値または所定期間離れた過去の値と比較して所定値以上差がある、すなわち歩
幅が短くなっているなど）に基づいて症状レベルを判定し、同様の構成をなしてもよい。
さらに、生体データＤＢ１２２に記憶された過去の歩幅情報のばらつきを既知の統計手法
により算出し、当該算出結果に基づいてばらつきの程度に対応付けられた症状レベルを判
定し、同様の構成をなしてもよい。また、生体データＤＢ１２２に記憶された過去の左右
の揺れ量と現在の揺れ量を比較するなどして、バランス感覚の衰えを検出し、同様の構成
をなしてもよい。
【００４９】
　なお、フレイルレベルや症状レベルを判定する構成に限らず、過去の生体データとの比
較の場合には、比較した結果が所定値以上の差があることに対応して、その旨を示すフラ
グ情報や識別情報などをユーザ支援データＤＢ１２３に記憶し、ユーザ支援通知（例えば
、その旨を示す通知やトレーニングを促す通知など）をユーザ端末装置２００などに送信
するようにしてもよい。
【００５０】
　さらに、ユーザ支援データ生成部１３３は、例えば、常時手首に装着している測定装置
３００による測定データから生成された血圧情報に基づき、ユーザの血圧推移データを生
成する。そして、例えば、血圧情報と基準値とを比較して規定値以上の差が開いた場合や
、血圧の急上昇や急降下等の異常値をモニタリングし、当該異常値が発生した場合などに
は異常発生を示す情報（例えばフラグ情報や識別情報など）をユーザ情報に関連付けてユ
ーザ支援データとしてユーザ支援データＤＢ１２３に記憶するとともに、中断や休憩を促
すユーザ支援通知をユーザ端末装置２００などに送信する。ユーザ支援データ生成部１３
３は、ユーザ支援データとして、当該ユーザ支援通知に併せて、異常値前後の血圧推移デ
ータも生成してもよい。さらに、当該異常を検出した際には、制御部１３０により管理サ
ーバ１００から直接的に、または、ユーザ端末装置２００若しくは測定装置３００を介し
て間接的に、医療機関または近親者などユーザ情報に紐づけられた連絡先へ異常を示す通
知（例えば、ＰＣまたはスマートフォンなどのデバイスに記憶された所定のアプリケーシ
ョンを介した通知や、メールアドレスを利用した通知など）を発信するように制御しても
よい。これにより、筋力アップのトレーニング中に必要以上の運動負荷がかからないよう
に制限が可能である。なお、血圧情報に限らず、前述の生体データ（例えば、心拍情報、
血中酸素量情報、最大酸素摂取量情報、心電情報、呼吸数、体温情報、ストレス情報など
）を用いても同様のことが可能である。
【００５１】
　なお、ユーザ支援データは、上述の運動量情報と基準値との比較結果に基づき、当該比
較結果に関連付けられた運動レベル（例えば、フラグ情報や識別情報など）とユーザ情報
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を関連付けてユーザ支援データとしてユーザ支援データＤＢ１２３に記憶するとともに、
当該運動レベルに対応付けられたユーザ支援通知（例えば、トレーニングを促したり、休
憩を促したりする内容が記載された通知など）をユーザ端末装置２００などに送信する。
運動レベルに対応付けられた通知内容は、例えば予め通知データＤＢ（不図示）等に記憶
されていてもよい。なお、当該運動レベルは、共通のユーザ支援通知でもよいし、上述の
フレイルレベルや症状レベルに合わせて、トレーニングを促すレベルと休憩を促すレベル
の段階を変更してもよい。これによって、単に運動を促すだけでなく、運動しすぎること
によりケガをしたり体調を崩したりすることを避けることができ、ユーザに対してより適
切な運動を行わせることができる。
【００５２】
　データ出力部１３４は、生体データやユーザ支援データ、ユーザ支援通知などをユーザ
端末装置２００へ出力する。ユーザ端末装置２００においては、出力データを例えば専用
のアプリケーションを介して画面に表示するなどしてユーザが容易に確認可能としても良
い。
【００５３】
　入出力部１４０は、キーボード・マウス類等の情報入力機器、及びディスプレイ等の出
力機器である。
【００５４】
　＜処理の流れ＞
　図６を参照しながら、ユーザ支援システム１が実行するデータ支援方法の処理の流れに
ついて説明する。図６は、図１のユーザ支援システム１の処理の例を示すフローチャート
である。
【００５５】
　ステップＳ１０１の処理として、データ管理部１３１では、測定装置３００を利用する
ユーザごとにアカウント情報が生成され、ユーザ端末装置２００等から所定のユーザ情報
を取得する。登録されたユーザ情報は、データ管理部１３１により、ユーザ情報ＤＢ１２
４に記憶される。ステップＳ１０１の処理は、ユーザが測定装置３００を利用するための
前処理として行われてもよいし、ユーザが測定装置３００を初めて利用する際に行われて
もよい。
【００５６】
　ステップＳ１０２の処理として、ユーザが測定装置３００を利用すると、測定データが
測定装置３００からユーザ端末装置２００を介して管理サーバ１００へ送信され、通信部
１１０を介して受信される。データ管理部１３１により、記憶部１２０の測定データＤＢ
１２１内においてユーザ情報に関連付けられて測定データが記憶される。
【００５７】
　ステップＳ１０３の処理として、生体データ生成部１３２により測定データが読み取ら
れ、所定の演算等により生体データの生成が行われる。生成された生体データは、データ
管理部１３１により、生体データＤＢ１２２に記憶される。
【００５８】
　ステップＳ１０４の処理として、ユーザ支援データ生成部１３３により生体データが読
み取られ、所定の演算や数値比較等によりユーザ支援データの生成及びユーザ支援通知の
選択が行われる。生成されたユーザ支援データは、データ管理部１３１により、ユーザ支
援データＤＢ１２３に記憶される。
【００５９】
　ステップＳ１０５の処理として、データ出力部１３４により生体データ、ユーザ支援デ
ータ、ユーザ支援通知のうち少なくともいずれか１つが読み取られ、ユーザ端末装置２０
０へ出力される。
【００６０】
　＜効果＞
　以上のように、本実施形態に係るユーザ支援システムは、ユーザ支援データ生成部１３
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３を介して、測定データに基づき、特にユーザのフレイルレベルや認知症等の症状レベル
の状態を示すためのユーザ支援データを生成する。これにより、例えばフレイル予防等の
ための通知をユーザが簡単に取得することが可能となり、種々のリスクを低減することが
できる。さらに、ユーザの血圧情報や運動量情報に基づく通知を行うことで、ユーザが適
切な運動・トレーニングを行うことができ、より安全にフレイル予防等を行うことができ
る。
【００６１】
　以上、開示に係る実施形態について説明したが、これらはその他の様々な形態で実施す
ることが可能であり、種々の省略、置換および変更を行なって実施することが出来る。こ
れらの実施形態および変形例ならびに省略、置換および変更を行なったものは、特許請求
の範囲の技術的範囲とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００６２】
　　１　　　ユーザ支援システム
　　１００　管理サーバ
　　２００　ユーザ端末装置
　　３００　測定装置
　　ＮＷ　　ネットワーク
【要約】
【課題】ユーザ支援データ生成部を介して、測定データに基づき、特にフレイル予防等の
ためのユーザ支援通知などを含むユーザ支援データを提供するサーバ、ユーザ支援システ
ム、ユーザ支援方法及びプログラムを提供する。
【解決手段】ユーザ支援システム１の管理サーバ１００は、ネットワークを介してユーザ
が装着する測定装置から測定データを受信し、前記測定データから生体データ及びユーザ
支援データの生成を行うユーザ支援サーバであって、前記ユーザに関するユーザ情報に関
連付けて前記測定データおよび前記生体データ、前記ユーザ支援データを記憶させるデー
タ管理部と、前記測定データに対して所定の演算を実行し、前記生体データを生成する生
体データ生成部と、前記生体データに基づき、前記ユーザのフレイルレベルまたは症状レ
ベルを示すためのユーザ支援データを生成するユーザ支援データ生成部と、を備える。
【選択図】図１
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】



(19) JP 6815055 B1 2021.1.20

10

20

30

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１７－１２７５４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－２３９５４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１７－２１９９３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１９－０６３４８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１９－１１７６１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１９－０２１１４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１８／０６６４６５（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０２０－０１７１５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１９／１８１４８３（ＷＯ，Ａ１）　　
              未病に役立つＩｏＴ 徘徊運転や認知症を検知 “太陽生命保険  歩速で認知症の予兆判定 スマ
              ホで歩行促す”，日経コンピュータ，日本，日経ＢＰ社，２０１７年　７月２０日，第943号，p
              p.024～027
              有阪直哉ほか５名，“携帯情報端末を用いた地域高齢者の運動能力測定のための歩行評価システ
              ムの改良”，第３５回医療情報学連合大会論文集 （第１６回日本医療情報学会学術大会） 医療
              情報学，一般社団法人 日本医療情報学会，２０１５年１１月　１日，第35巻，pp.708～711
              介護予防編 電力管理で緩く始め、持病があれば駆け付けをプラス 親が元気なうちに！ 「見守
              りサービス」選手権 “スマホアプリ 認知症が予測できるアプリも登場”，日経トレンディ，日
              経ＢＰ社，２０１７年　８月　４日，第420号，pp.91～94
              岡崎純己ほか３名，“歩幅推定によるリハビリテーション促進ロボットの検討”，情報処理学会
                研究報告，日本，情報処理学会，２０１６年　８月　５日，第2016-ASD-5巻, 第12号，pp.1～
              8
              ［特別企画］リハビリ病院が導入する最新機器“Tree 歩行リハビリ支援装置”，“NEC 歩行姿
              勢測定システム”，月刊新医療，株式会社エム・イー振興協会，２０１７年　５月　１日，第44
              巻, 第5号，p.146

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ１６Ｈ　　１０／００　－　８０／００
              Ｇ０６Ｑ　　１０／００　－　９９／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

